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社会医療法人社団 同樹会 

介護老人保健施設あんしん 



 

介護老人保健施設入所利用約款 

 

 

（約款の目的） 

第 １条  介護老人保健施設あんしん（以下「当施設」という。）は、要介護状態と認定され

た利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利

用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするとと

もに、利用者の居宅における生活への復帰を目指した介護保健施設サービスを提供

し、一方、利用者及び利用者の身元引受人（以下「身元引受人」という。）並びに、

利用者と身元引受人を保証する者（以下※「連帯保証人」という。）は当施設に対し、

そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを、本約款の目的

とします。なお、入所利用約款については介護保険法の改正に応じて随時変更致し

ます。 

※ 連帯保証人とは、利用者並びに身元引受人が本約款に対し、反する行為をした際

に連帯で保証するものである。 

 

（適用期間） 

第 ２条  本約款は、利用者が介護老人保健施設入所利用同意書を当施設に提出したときか

ら効力を有します。但し、利用者の身元引受人及び連帯保証人に変更があった場合

は、新たな身元引受人の同意を得ることとします。 

２  利用者は、前項に定める事項の他、本約款の改定が行われない限り、初回利用時 

の同意書提出をもって、繰り返し当施設を利用することができるものとします。但

し、当施設から別の施設、もしくは病院への入院等で退所された方は、再度当施設

へ入所の際は、新たに入所利用約款を得ることとします。 

※ 第２条２項の再度入所利用約款を得る場合は、当法人結城病院への三ヶ月以内の

入院については除きます。 

 

（身元引受人） 

第 ３条 利用者は、次の各号の要件を満たす身元引受人を立てます。但し、利用者が身元引 

受人を立てることができない相当の理由がある場合を除きます。 

① 行為能力者（民法第２０条第１項に定める行為能力者をいいます。以下同じ。）であ 

ること。 

② 弁済をする資力を有すること。 

２ 身元引受人は、利用者が本約款上当施設に対して負担する一切の債務を極度額４０ 

万円の範囲内で、利用者と連帯して支払う責任を負います。 

   ３ 身元引受人は、前項の責任のほか、次の各号の責任を負います。 

① 利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続が円滑に進行するように 

協力すること。 

 



② 入所利用が解除若しくは終了した場合の残置物の引取り等の処置、又は利用者が死 

亡した場合の遺体の引取をすること。但し、遺体の引取について、身元引取人と別に 

祭祀主宰者がいる場合、当施設は祭祀主宰者に引き取っていただくことができます。 

   ４ 身元引受人が第１項各号の要件を満たさない場合、又は当施設、当施設の職員若し 

くは他の入所者等に対して、窃盗、暴力、暴言、誹謗中傷その他の背信行為又は反社 

会的行為を行った場合、当施設は、利用者及び身元引受人に対し、相当期間内にその 

身元引受人に代わる新たな身元引受人を立てることを求めることができます。但し、 

第１項但書の場合はこの限りではありません。 

   ５ 身元引受人の請求があったときは、当施設は身元引受人に対し、当施設に対する利 

用料金の未払い、これに対する利息及び賠償すべき損害の有無並びにこれらの残額及 

び支払期が到来しているものの額に関する情報を提供します。 

 

（利用者からの解除） 

第 ４条 利用者は、当施設に対し、退所の意思表示をすることにより、本約款に基づく入所 

利用を解除することができます。 

   ２ 身元引受人も前項と同様に入所利用を解除することができます。但し、利用者の利 

益に反する場合は、この限りではありません。 

 

（当施設からの解除及び入院又は入所による終了） 

第 ５条 当施設は、利用者及び身元引受人に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく入 

所利用を解除することができます。 

① 利用者が要介護認定において自立又は要支援と認定された場合。 

② 当施設において定期的に実施される入所継続検討会議において、退所して居宅にお

いて生活ができると判断された場合。 

③ 利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な介護保健施設サービ 

スの提供を超えると判断された場合。 

④ 利用者及び身元引受人、連帯保証人が本約款に定める利用料金を一ヶ月分以上滞納 

し、その支払いを督促したにもかかわらず７日間以内に支払われない場合。 

⑤ 利用者が当施設、当施設の職員又は他の入所者等に対して、窃盗、暴行、暴言、誹 

謗中傷その他の利用継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合。 

⑥ 第３条第４項の規定に基づき、当施設が新たな身元引受人を立てることを求めたに 

もかかわらず、新たな身元引受人を立てない場合。但し、利用者が新たな身元引受人 

を立てることができない相当の理由がある場合を除く。 

⑦ 天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利用させ 

ることができない場合。 

２ 利用者が病院に入院又は他の施設に入所した場合、本約款に基づく入所利用は終了 

 します。 

 

 

 

 



（利用料金） 

第 ６条 利用者及び身元引受人、連帯保証人は連帯して、当施設に対し、本約款に基づく介 

護保健施設サービスの対価として、別紙１の利用単位ごとの料金をもとに計算された 

月ごとの合計額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合 

計額を支払う義務があります。但し、当施設は、利用者の経済状態等に変動があった 

場合、上記利用料金を変更することがあります。 

２ 当施設は、利用者、身元引受人又は連帯保証人に対し、前月料金の合計額の請求書 

を、毎月１０日までに当施設の窓口にて発行し、利用者及び身元引受人、連帯保証人 

が連帯して、当施設に対し、当該合計額を当月中に支払うものとします。 

３ 当施設は、利用者、身元引受人又は連帯保証人から第１項に定める利用料金の支払 

いを受けたときは利用者、身元引受人又は連帯保証人に対して、領収書を発行します。 

領収書を紛失した場合、再発行はできません。 

   ４ 当施設は、入所時に保証金を預かる場合は利用者又は身元引受人より同意を得たう 

えで、入所時に保証金として、保険給付の自己負担額、居住費及び食費等利用料の合 

計２ヶ月分相当４０万円をお預かりし、万一、利用料のお支払いが滞った場合には、 

この保証金から充当させていただき、退所時にお支払いの過不足を清算することとい 

たします。 

５ 別紙１に定める利用料金について、介護給付費体系の変更、及び物価の状況により

利用料金を変更する場合があります。 

 

（記録） 

第 ７条 当施設は、利用者の介護保健施設サービスの提供に関する記録を作成し、その記録 

を利用終了後５年間保管します。（診療録については、５年間保管します。） 

   ２ 当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めたときは、原則として必要な実 

費を徴収のうえ、これに応じます。 

３ 当施設は、身元引受人が第１項の記録の閲覧、謄写を求めたときは、閲覧、謄写を 

必要とする事情を確認して当施設が必要と認める場合に限り、必要な実費を徴収のう 

え、これに応じます。但し、利用者が身元引受人に対する閲覧、謄写に反対する意思 

を表示した場合その他利用者の利益に反するおそれがあると当施設が認める場合は、 

閲覧、謄写に応じないことができます。 

   ４ 前項は、当施設が身元引受人に対して連帯保証債務の履行を請求するため必要な場 

合は適用されません。 

   ５ 当施設は、利用者及び身元引受人以外の親族が第１項の記録の閲覧、謄写を求めた 

ときは、利用者の承諾がある場合に限り、必要な実費を徴収のうえ、これに応じます。 

但し、利用者の利益に反するおそれがあると当施設が認める場合は、閲覧、謄写に応 

じないことができます。 

 

 

 

 

 



（身体の拘束等） 

第 ８条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れ 

がある等緊急やむを得ない場合は、施設管理者又は施設長が判断し、身体拘束その他 

利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、当施設の医師が 

その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療 

録に記載することとします。 

 

（秘密の保持及び個人情報の保護） 

第 ９条 当施設とその職員は、当法人の個人情報保護方針に基づき、業務上知りえた利用者 

又は身元引受人、連帯保証人若しくはその親族等に関する個人情報の利用目的を別紙 

２のとおり定め、適切に取り扱います。また正当な理由なく第三者に漏らしません。 

但し、例外として次の各号については、法令上、介護関係事業者が行うべき義務とし 

て明記されていることから、情報提供を行うこととします。 

① サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等 

② 居宅介護支援事業所（地域包括支援センター〔介護予防支援事業所〕）等との連携 

③ 利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への 

通知 

④ 利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等 

⑤ 生命・身体の保護のため必要な場合（災害時において安否確認情報を行政に提供す 

る場合等） 

２ 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。 

 

（緊急時の対応） 

第１０条 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、 

協力医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。 

２ 当施設は、利用者に対し、当施設における介護保健施設サービスでの対応が困難な 

状態、又は、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹介しま 

す。 

３ 前２項のほか、入所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、利用 

者、身元引受人又は連帯保証人に対し、緊急に連絡します。 

 

（事故発生時の対応） 

第１１条 サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を

講じます。 

   ２ 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医 

療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。 

３ 前２項のほか、当施設は利用者又は身元引受人若しくは連帯保証人が指定する者及 

び保険者の指定する行政機関に対して速やかに連絡します。 

 

 

 



（要望又は苦情等の申出） 

第１２条 利用者、身元引受人又は連帯保証人は、当施設の提供する介護保健施設サービスに 

対しての要望又は苦情等について、担当支援相談員に申し出ることができ、又は、備 

え付けの用紙、管理者宛の文書で所定の場所に設置する「ご意見箱」に投函して申し 

出ることができます。 

 

（賠償責任） 

第１３条 介護保健施設サービスの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、利用者 

が損害を被った場合、当施設は、利用者に対して、損害を賠償するものとします。 

２ 利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び身元

引受人並びに連帯保証人は、連帯して、当施設に対して、その損害を賠償するものと

します。 

 

（利用契約に定めない事項） 

第１４条 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところに 

より、利用者又は身元引受人と当施設が誠意を持って協議して定めることとします。 

 

（施行） 

第１５条 この約款は平成１８年 ３月 １日から施行する。 

 

（改定） 

第１６条 この約款は平成１８年 ４月 １日から改定する。 

この約款は平成１９年 ４月 １日から改定する。 

この約款は平成２０年 ６月 １日から改定する。 

この約款は平成２１年 ４月 １日から改定する。 

この約款は平成２１年１１月 ９日から改定する。 

この約款は平成２２年 ５月 １日から改定する。 

この約款は平成２４年 ４月 １日から改定する。 

この約款は平成２５年 ６月 １日から改定する。 

この約款は平成２６年 ４月 １日から改定する。 

この約款は平成２６年１２月 １日から改定する。 

この約款は平成２７年 ４月 １日から改定する。 

この約款は平成２８年１２月 １日から改定する。 

この約款は平成２９年 ４月 １日から改定する。 

この約款は平成３０年 ４月 １日から改定する。 

この約款は平成３０年 ８月 １日から改定する。 

この約款は平成３１年 １月 １日から改定する。 

この約款は令和 元年１０月 １日から改定する。 

この約款は令和 ２年 ４月 １日から改定する。 

この約款は令和 ２年１２月 １日から改定する。 

この約款は令和 ３年 ４月 １日から改定する。 



この約款は令和 ３年１０月 １日から改定する。 

この約款は令和 ４年 ４月 １日から改定する。 

この約款は令和 ４年１０月 １日から改定する。 

この約款は令和 ５年１０月２９日から改定する。 

     この約款は令和 ６年 ４月 １日から改定する。 

     この約款は令和 ７年 ４月 １日から改定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



<別紙１> 

介護老人保健施設あんしん 利用料金 

 

 介護老人保健施設をご利用される利用者のご負担は介護保険の給付にかかる通常１割又は 

合計所得金額に応じて負担割合が変わる自己負担分と保険給付対象外の費用を利用料としてお

支払いいただく２種類があります。 

 また、利用者負担は全国統一ではなく、所得及び施設の所在する地域（地域加算）や配置   

している職員の数で異なります。当施設では下記の通りの利用料金設定になっております。 

（１） 保険給付の自己負担額 

◎ 基本料金・・・施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度

によって利用料が異なります。以下は１日当たりの１割の自己負

担分です。） 

① 多床室の場合（２人部屋・４人部屋） 

・要介護１      ８７１単位 

・要介護２      ９４７単位 

・要介護３    １，０１４単位 

・要介護４    １，０７２単位 

・要介護５    １，１２５単位 

② 個室の場合 

・要介護１      ７８８単位 

・要介護２      ８６３単位 

・要介護３      ９２８単位 

・要介護４      ９８５単位 

・要介護５    １，０４０単位 

    ◎ 加算料金・・・上記の基本料金に加え下記のサービスを提供した場合に加算され

るものです。以下は１日（１回）当りの１割の自己負担分です。 

① 夜勤職員配置加算                      ２４単位／日 

  ※入所者の数が２０名又はその端数を増すごとに１以上の配置をしている場合に

加算されます。 

② 短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）         ２５８単位／日 

    〃              （Ⅱ）         ２００単位／日 

※（Ⅰ）は入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法

士若しくは言語聴覚士が、その入所の日から起算して３月以内の期間に集中的

にリハビリテーションを行った場合であって、かつ、原則として入所時及び１

月に１回以上ＡＤＬ等の評価を行うとともに、その評価結果等の情報を厚生労

働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画を見直している場合に加

算されます。 

（Ⅱ）は入所者に対して、医師等が、その入所の日から起算して３月以内の期

間に集中的にリハビリテーションを行っている場合に加算されます。 

 



    ③ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）      ２４０単位／日 

        〃                 （Ⅱ）      １２０単位／日 

      ※（Ⅰ）は、イ：リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言 

       語聴覚士が適切に配置されている場合。 

ロ：リハビリテーションを行うに当たり、入所者数が、理学療法士、作業療法 

士又は言語聴覚士の数に対して適切である場合。 

ハ：入所者が退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問し、当該訪問によ 

り把握した生活環境を踏まえたリハビリテーション計画を作成している場合に 

加算されます。 

       （Ⅱ）は、（Ⅰ）のイ及びロに該当する場合に加算されます。 

④ 若年性認知症入所者受入加算                １２０単位／日 

   ※受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、  

当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行った場合に加算されます。 

⑤ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）            ５１単位／日 

〃                （Ⅱ）            ５１単位／日 

※（Ⅰ）（Ⅱ）ともに、入所後の取り組みや在宅復帰率、ベッド回転率、退所後の

状況確認、リハビリテーション専門職の配置等の指標を用いて評価して該当し

た場合に加算されます。 

⑥ 外泊時費用                        ３６２単位／日 

※外泊された場合には、外泊初日と最終日以外は上記基本料金に変えて    

１月に６日を限度とし、加算されます。 

⑦ 在宅サービスを利用したときの費用             ８００単位／日 

※入所者に対して居宅の外泊を認め、施設より提供される在宅サービスを利用し

た場合に、所定の単位数に代えて１月に６日を限度として加算されます。 

⑧ ターミナルケア加算  死亡日             １，９００単位／日 

死亡日の前日及び前々日       ９１０単位／日 

死亡日の４日前～３０日前      １６０単位／日 

死亡日の３１日前４５日前       ７２単位／日 

      ※イ：医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと

診断した入所者である場合。 

       ロ：入所者又はその家族等の同意を得て、入所者のターミナルケアに係る計画

が作成されている場合。 

       ハ：医師、看護師、介護職員、支援相談員、管理栄養士等が共同して、入所者

の状態又は家族の求めに応じ随時、本人又はその家族への説明を行い、同意を

得てターミナルケアが行われている場合に加算されます。 

    ⑨ 初期加算（Ⅰ）                       ６０単位／日 

        〃 （Ⅱ）                       ３０単位／日 

      （Ⅰ）は、掲げるイ又はロのいずれかに適合する施設において、急性期医療を担 

う医療機関の一般病棟への入院後３０日以内に退院し、当該施設へ入所した場 

合に加算されます。 

 



イ：当該施設の空床情報について、地域医療情報連携ネットワーク等を通じ、 

地域の医療機関に定期的に情報を共有していること。 

ロ：当該施設の空床情報について、当該施設のウェブサイトに定期的に公表す 

るとともに、急性期医療を担う複数医療機関の入退院支援部門に対し、定期的 

に情報共有を行っていること。 

（Ⅱ）は、入所した日から起算して３０日以内の期間について加算されます。 

    ⑩ 退所時栄養情報連携加算                   ７０単位／回 

      ※管理栄養士が、退所先の医療機関等に対して、栄養管理に関する情報を提供し 

た場合に、１月に１回を限度として加算されます。 

⑪ 再入所時栄養連携加算                   ２００単位／回 

      ※厚生労働大臣が定める特別食等を必要とする入所者に対して、当該施設の管理

栄養士と病院又は診療所の管理栄養士が連携して栄養ケア計画を策定した場合

に１回を限度として加算されます。 

⑫ 入所前後訪問指導加算（Ⅰ）                ４５０単位／回

〃       （Ⅱ）                ４８０単位／回 

  ※（Ⅰ）は退所後生活する居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画  

策定及び診療方針の決定を行った場合に加算されます。 

（Ⅱ）は生活機能の具体的な改善目標を定め、退所後の生活に係る支援計画を

策定した場合に加算されます。 

⑬ 試行的退所時指導加算                   ４００単位／回 

※試行的に退所させる場合において、退所後の療養上の指導を行った場合、退所

を行った月から３月の間に限り、１人につき１月に１回を限度として加算され

ます。           

    ⑭ 退所時情報提供加算（Ⅰ）                 ５００単位／回 

        〃      （Ⅱ）                 ２５０単位／回 

      ※（Ⅰ）は、居宅へ退所する入所者について退所後の主治の医師に対して入所者 

       を紹介する場合、入所者の同意を得て、当該入所者の診療情報心身の状況、生 

       活歴等を示す情報を提供した場合に、１回を限度として加算されます。 

（Ⅱ）は、医療機関へ退所する入所者等について、退所後の医療機関に対して 

入所者等を紹介する際、入所者等の同意を得て、当該入所者等の心身の状況、 

生活歴等を示す情報を提供した場合に、１回を限度として加算されます。 

    ⑮ 入退所前連携加算（Ⅰ）                  ６００単位／回 

        〃     （Ⅱ）                  ４００単位／回 

※（Ⅰ）は イ：入所予定日前３０日以内又は入所後３０日以内に入所者が退所 

後の利用を希望する居宅介護支援事業者と連携し、入所者の同意を得て、退所 

後の居宅サービス等の利用方針を定めた場合。 

ロ：入所者の入所期間が１月を超え、入所者が退所し、居宅サービス等を利用 

する場合、入所者が希望する居宅介護支援事業者に対し、診療状況を示す文書 

を添えて居宅サービス等に必要な情報を提供し、かつ、当該居宅介護支援事業 

者と連携して退所後の居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合、１人 

につき１回を限度として加算されます。 



 （Ⅱ）は（Ⅰ）のロの要件を満たした場合に加算されます。 

    ⑯ 訪問看護指示加算                     ３００単位／回 

※退所時に施設の医師が訪問看護サービスの利用が必要であると認め、訪問看護

指示書を交付した場合、１人につき１回を限度として加算されます。 

    ⑰ 協力医療機関連携加算（Ⅰ）                 ５０単位／月 

      ※協力医療機関が、次に掲げるイ・ロ・ハを確保している場合に加算されます。

イ：入所者等の病状が急変した場合において、医師又は看護職員が相談対応を

行う体制を常時確保していること。 

ロ：高齢者施設等からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を 

常時確保していること。 

ハ：入所者等の病状が急変した場合等において、入院を要すると認められた入 

所者等の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 

    ⑱ 栄養マネジメント強化加算                  １１単位／日 

※管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を５０名で除して得た数以上配置して

いる場合。低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、医師、管理栄養士、看護

師等が共同して作成した、栄養ケア計画に従い、食事の観察を週３回以上行い、

入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施している場合。

低栄養状態のリスクが低い入所者にも、食事の際に変化を把握し、問題がある

場合に早期対応している場合。入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に

提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該情報その他継続的な栄養管

理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合に加算されま

す。 

    ⑲ 経口移行加算                        ２８単位／日 

※経管により食事を摂取する入所者について、経口移行計画に従い、経口摂取  

へ移行をした場合は、当該計画が作成された日から起算して１８０日以内に限

り加算されます。 

    ⑳ 経口維持加算（Ⅰ）                    ４００単位／月 

        〃   （Ⅱ）                    １００単位／月 

※（Ⅰ）は経口により食事を摂取する利用者について、摂食機能障害や誤嚥を  

有する利用者に対し、経口維持計画の作成及び管理栄養士等が栄養管理を  

行った場合に加算されます。 

（Ⅱ）は（Ⅰ）を算定し、食事の観察及び会議等に医師、歯科医師、歯科衛生

士又は言語聴覚士が加わった場合に（Ⅰ）に加えて（Ⅱ）が加算されます。 

    ㉑ 口腔衛生管理加算（Ⅰ）                   ９０単位／月 

        〃     （Ⅱ）                  １１０単位／月 

      ※（Ⅰ）は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月

２回以上行い、歯科衛生士が入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、

具体的な技術的助言及び指導を行った場合に加算されます。 

       （Ⅱ）は（Ⅰ）の要件に加え、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を

厚生労働省に提出し、口腔衛生等の管理の実施に当たって、当該情報その他口

腔衛生等の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合



に加算されます。 

㉒ 療養食加算                          ６単位／回 

※医師の指示に基づき、管理栄養士によって利用者の病状等に応じて管理された

療養食を提供した場合に１日３回を限度として加算されます。 

㉓ かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ            １４０単位／回 

    〃           （Ⅰ）ロ            ７０単位／回 

    〃           （Ⅱ）            ２４０単位／回 

    〃           （Ⅲ）            １００単位／回 

      ※（Ⅰ）イは、①介護老人保健施設の医師又は薬剤師が、高齢者の薬物療法に関

する研修を受講していること。②入所後１月以内に、状況に応じて入所者の処

方の内容を変更する可能性があることについて主治の医師に説明し合意してい

ること。③入所前に入所者に６種類以上の内服薬が処方されており、施設の医

師と入所者の主治の医師が共同し、入所中に処方の内容を総合的に評価及び調

整し、かつ、療養上必要な指導を行うこと。④入所中に入所者の処方の内容に

変更があった場合は医師、薬剤師、看護師等の関係職種間で情報共有を行い、

変更後の入所者の状態等について、多職種で確認を行うこと。⑤入所時と退所

時の処方の内容に変更がある場合は変更の経緯、変更後の入所者の状態等につ

いて、退所時又は退所後１月以内に入所者の主治の医師に情報提供を行い、そ

の内容を診療録に記録している場合に加算されます。 

       （Ⅰ）ロは、（Ⅰ）イの要件①④⑤に掲げる基準のいずれにも適合していること。

入所前に６種類以上の内服薬が処方されていた入所者について、施設において、

入所中に服用薬剤の総合的な評価及び調整を行い、かつ、療養上必要な指導を

行って居る場合に加算されます。 

       （Ⅱ）は（Ⅰ）イ又はロを算定し、入所者の服薬情報等を厚生労働省に提出し、

処方に当たって、当該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実施のために必要

な情報を活用している場合に加算されます。 

       （Ⅲ）は（Ⅱ）を算定し、退所時において処方されている内服薬の種類が、入

所時に処方されていた内服薬の種類に比べて１種類以上減少している場合に加

算されます。 

㉔ 緊急時治療管理                      ５１８単位／日 

※病状が重篤となり救命救急医療が必要となり、緊急的な治療を行った場合に１

月に１回、連続する３日を限度として加算されます。 

    ㉕ 所定疾患施設療養費（Ⅰ）                 ２３９単位／日 

        〃      （Ⅱ）                 ４８０単位／日 

      ※（Ⅰ）は、診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容

等を診療録に記載していること。算定開始年度の翌年度以降において、当該施

設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況

を公表している場合に、１月に１回、連続する７日を限度に加算されます。 

（Ⅱ）は（Ⅰ）に加え、感染症対策に関する研修を受講している場合に１月に

１回、連続する１０日を限度に加算されます。 

 



㉖ 認知症チームケア推進加算（Ⅰ）              １５０単位／月 

    〃         （Ⅱ）              １２０単位／月 

  ※（Ⅰ）は、イ：施設のおける入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に 

対する注意を必要とする認知症の者の占める割合が２分の１以上であること。 

ロ：認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応（以下｢予防等｣という。） 

に資する認知症介護の指導に係る専門的な研修を終了している者又は認知症介護 

に係る専門的な研修及び認知症の行動・心理症状の予防等に資するケアプログラ 

ムを含んだ研修を終了した者を１名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成 

る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること。 

ハ：対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その 

評価に基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケア 

を実施していること。 

ニ：認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレ 

ンスの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度についての定 

期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を行っている場合に加算されます。 

（Ⅱ）は、（Ⅰ）のイ・ハ及びニに掲げる基準に適合し、認知症の行動・心理症状 

の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を終了している者を１名以上配 

置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチー 

ムを組んでいる場合に加算されます。 

    ㉗ リハビリテーションマネジメント計画書情報提供加算（Ⅰ）   ５３単位／月 

        〃                     （Ⅱ）   ３３単位 

      ※（Ⅰ）は、入所者ごとのリハビリテーション計画書の内容等の情報を厚生労働

省に提出していること。必要に応じて必要に応じてリハビリテーション計画の

内容を見直す等、リハビリテーションの実施に当たって、情報その他リハビリ

テーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

口腔衛生管理加算（Ⅱ）及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。 

入所者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯 

科衛生士、看護職員、介護職員その他の職種の者が、リハビリテーション計画 

の内容等の情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要 

な情報、入所者の口腔の健康状態に関する情報及び入所者の栄養状態に関する 

情報を相互に共有すること。 

共有した情報を踏まえ、必要に応じてリハビリテーション計画の見直しを行い、 

見直しの内容について、関係職種間で共有している場合に加算されます。 

（Ⅱ）は、入所者ごとのリハビリテーション実施計画の内容等の情報を厚生労

働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビ

リテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合に

加算されます。 

 

 

 

 



㉘ 褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）                  ３単位／月 

    〃       （Ⅱ）                 １３単位／月 

※（Ⅰ）は イ:入所者ごとに、施設入所時に褥瘡の有無を確認するとともに、褥

瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時等に評価するとともに、少

なくとも３月に１回、評価を行い、評価すること。 

ロ：イの確認及び評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施

に当たって、情報その他褥瘡管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を

活用していること。 

ハ:イの確認の結果、褥瘡が認められ、又はイの評価の結果、褥瘡が発生するリ

スクがあるとされた入所者ごとに、医師、看護師、介護職員、管理栄養士、介

護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を

作成していること。 

ニ:入所者等ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理

の内容や入所者の状態について定期的に記録していること。 

ホ：イの評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者等ごとに褥瘡ケア計画

を見直している場合に加算されます。 

（Ⅱ）は（Ⅰ）の要件を満たし、施設入所時等の評価の結果、褥瘡の認められ

た入所者について、褥瘡が治癒したこと、又は褥瘡が発生するリスクがあると

された入所者等について、褥瘡の発生のない場合に加算されます。 

㉙ 排せつ支援加算（Ⅰ）                    １０単位／月 

     〃   （Ⅱ）                    １５単位／月 

     〃   （Ⅲ）                    ２０単位／月 

※（Ⅰ）は イ：排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減の見込

みについて、医師又は医師と連携した看護師が施設入所時等に評価するととも

に、少なくとも３月に１回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出

し、排せつ支援に当たって情報等を活用していること。 

 ロ：イの評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込

まれる者について、医師、看護師、介護支援専門員等が共同して、排せつに介

護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、支援を継続して

実施していること。 

 ハ：イの評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者等ごとに支援計画を見

直している場合に加算されます。 

 （Ⅱ）は（Ⅰ）の要件を満たし、適切な対応を行うことにより、要介護状態の

軽減が見込まれる者について、施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の

少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない。 

又はおむつ使用ありから使用なしに改善していること。 

又は施設入所時に尿道カテーテルが留置されていた者について、尿道カテーテ

ルが抜去された場合に加算されます。 

 （Ⅲ）は（Ⅰ）の要件を満たし、適切な対応を行うことにより、要介護状態の

軽減が見込まれる者について、施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の

少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない。 



又は施設入所時に尿道カテーテルが留置されていた者について、尿道カテーテ

ルが抜去されたこと。 

かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善している場合に加算されます。 

    ㉚ 自立支援促進加算                     ３００単位／月 

      ※イ：医師が入所者ごとに、自立支援のために特に必要な医学的評価を入所時に 

行うとともに、少なくとも六月に一回、医学的評価の見直しを行い、自立支援 

に係る支援計画等の策定等に参加している場合。 

ロ：イの医学的評価の結果、特に自立支援のための対応が必要であるとされた 

者毎に、医師、看護師、介護職員介護支援専門員、その他の職種の者が共同し 

て、自立 

支援に係る支援計画を策定し支援計画に従ったケアを実施している場合。 

ハ：イの医学的評価の結果に基づき、少なくとも三月に一回、入所者ごとに支 

援計画を見直している場合。 

二：イの医学的評価の結果等を厚生労働省に提出し、当該情報その他自立支援 

促進の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合に加算され 

ます。 

    ㉛ 科学的介護推進体制加算（Ⅰ）                ４０単位／月 

        〃        （Ⅱ）                ６０単位／月 

      ※入所者・利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の 

入所者の心身の状況等に係る基本的な情報（科学的介護推進体制加算（Ⅱ）で 

は、加えて疾病の状況や服薬情報提供書等の情報）を、厚生労働省に提出して 

いる場合。必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たっ 

て、上記の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を 

活用している場合に加算されます。 

    ㉜ 安全対策体制加算                      ２０単位／回 

      ※外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織 

的に安全対策を実施する体制が整備されている場合に加算されます。 

    ㉝ 高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）             １０単位／月 

        〃           （Ⅱ）              ５単位／月 

      ※（Ⅰ）は感染症法第６条第１７項に規定する第二種協定指定医療機関との間で、 

新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。協力医療機関等 

との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時等の対応を取り決めるとと 

もに、感染症の発生時等に協力医療機関等と連携し適切に対応していること。 

診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行 

った医療機関又は地域の医師会が定期的に行う院内感染対策に関する研修又は 

訓練に１年に１回以上参加している場合に加算されます。 

    ㉞ 新興感染症等施設療養費                  ２４０単位／日 

      ※入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、 

入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者等に 

対し、適切な感染対策を行った上で、該当する介護サービスを行った場合に１ 

月に１回、５日を限度として算定する。 



    ㉟ 生産性向上推進体制加算（Ⅰ）               １００単位／月 

        〃        （Ⅱ）                １０単位／月 

      ※（Ⅰ）は（Ⅱ）の要件を満たし、（Ⅱ）のデータにより業務改善の取組による成 

       果が確認されていること。見守り機器等のテクノロジーを複数導入しているこ 

と。職員間の適切な役割分担（いわゆる介護助手の活用等）の取組等を行って 

いること。１年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータの提 

供（オンラインによる提供）を行うこと。 

（Ⅱ）は利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資 

する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産 

性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。見守り機 

器等のテクノロジーを１つ以上導入していること。１年以内ごとに１回、業務 

改善の取組による効果を示すデータの提供（オンラインによる提供）を行うこ 

と。 

  ㊱ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）               ２２単位／日 

        〃         （Ⅱ）               １８単位／日 

  〃         （Ⅲ）                ６単位／日 

※（Ⅰ）はサービスの質の向上に資する取り組みを実施し、介護職員の総数のう

ち①介護福祉士の占める割合が８０％以上②勤続１０年以上介護福祉士の占め

る割合が３５％以上、①②いずれかに該当している場合に加算されます。 

（Ⅱ）は介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が６０％以上の場合に

加算されます。 

（Ⅲ）は①介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が５０％以上②看

護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合が７５％以上③利用者に直接サー

ビスを提供する職員の総数のうち勤続７年以上占める割合が３０％以上、①②

③いずれかに該当している場合に加算されます。 

    ㊲ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）        所定単位数の１０００分の７５ 

        〃        （Ⅱ）        所定単位数の１０００分の７１ 

        〃        （Ⅲ）        所定単位数の１０００分の５４ 

        〃        （Ⅳ）        所定単位数の１０００分の４４ 

㊳ 地域加算                      １単位 １０．１４円 

※結城市の場合地域加算が７級地に該当になりますので、基本単位数＋加算単位

数の総合計単位数に１０．１４円をかけた金額の１割又は合計所得金額に応じ

て決定した負担割合の保険給付額が自己負担分となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 （２）その他の料金 

    ① 食 費 

・１，８５０円（１日当たり） 

       （ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載さ 

れている食費の負担限度額が１日にお支払いただく食費の上限となります） 

② 居住費（１日当たり） 

      ・従来型個室 １，７００円 

      ・多床室     ４５０円 

       （ただし、居住費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載 

されている居住費の負担限度額が１日にお支払いただく居住費の上限となり 

ます） 

③その他 

項 目 日 額 内          容 

室 料   ４００円 個 室（トイレ・洗面） 

日 用 品   ２５０円 おしぼり・石鹸・シャンプー・リンス等 

教 養 娯 楽   ２００円 創作・遊具・行事材料費等 

電 気 代    ５０円 テレビ、電気毛布、電気あんか等（１品につき） 

洗 濯   ４５０円 １袋（４００㎜×５００㎜） ※希望制 

理 美 容 

２，５００円 

２，０００円 

  ２５０円 

  ２５０円 

カット    ※希望予約制 

丸刈り 

シャンプー 

顏剃り 

健 康 管 理 実  費 インフルエンザの予防接種等 

クラブ活動 実  費 材料代 

衛 生 材 料 実  費 経管にて食事を摂取する場合の材料代 

    ※その他の料金については、利用者並び身元引受人の契約のもとに加算される料金で

す。 

    ※日用品費、教養娯楽費につきましては、ご家族様でご用意いただく場合には、請求

いたしません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


